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監督業務運営要領の改善について

近年におけるわが国社会経済諸情勢の進展に即応して、主体性、責任性をもって、

労働基準監督行政を積極的に展開していく必要のあることについては、昭和39年2

月20日付基発第186号「労働基準行政の運営について｣の通達をもって詳細指示した

ところであるが、そのためには、従前における監督業務運営の具体的要領についてそ

の実効性を期する観点から大巾な検討を加える必要が認められる。

もとより、労働基準監督の具体的実施要領については、労働基準監督官執務規範に

定めるところであるので、 これが検討を引き続き行いその整備を図ることとしている

が、当面の措置として、下記事項について監督業務運営の具体的要領の改善を図るこ

ととした。

よって、下記事項に係る監督業務の具体的運営については、本通達の示すところに

より斉一的に実施し行政の厳正かつ効率的運営が図れるよう格段の努力をいたされた

い。

記

第1 監督指導計画の策定及び実施結果の把握等について

1 監督指導計画の策定

監督指導業務の実効ある推進を図っていくためには、合目的的かつ周到な監督

指導計画（以下「計画」 という。 ）を策定することが重要である。

このため、次に示すところにより計画を策定する。その際、後記3により把握

・評価した前年度の行政実績及び行政効果も踏まえることとする。

（1）行政課題の把握とその対応策

ア行政課題の把握

地方労働行政運営方針等により示された全国的な行政課題とともに､今後、

管内において監督指導業務の運営により解決しなければならない行政課題を

次により把握する。

（ｱ）管内状況を踏まえた行政課題

行政課題については、監督結果、申告・相談の状況等の行政実績に加え、

労働災害の発生状況、各種届出の状況、賃金及び労働時間等労働条件の実

態、雇用失業・産業事情の動向等から把握する。また、把握に当たっては、

これらの情報を業種別･規模別に、さらに経年的に必要な範囲で基礎資料と

して取りまとめ、 これを分析することにより行う。

なお、情報の収集に当たっては、労働基準行政情報システム（以下「基

準システム」 という。 ）を活用するなどにより効率的に行う。



情報の分析に当たっては、問題の所在が明確になるよう、業種分類等に
ついて細分化を行うことのみならず、必要に応じ雇用形態、労働態様等に

着目するなど、効果的に行う。

（ｲ）法令改正、社会経済情勢等を踏まえた行政課題

労働基準関係の改正法令の施行、雇用失業情勢等の社会経済情勢の急激

な変化、社会的に注目を集める事案の発生等の状況も踏まえ、 これらに的

確な対応を図る観点からも行政課題を把握する。

イ把握した行政課題への対応策

上記アにより把握した行政課題への具体的な対応方針を検討する。

（ｱ）重点対象の選定と優先順位の決定

行政課題の中から管内の遵法状況に応じ、その重要性、緊急性等を勘案

し、重点的に指導すべき対象（以下「重点対象」 という。 ）を選定すると

ともに、重点対象間の優先順位を決定する。

（ｲ）重点対象における重点事項の明確化

重点対象における法定労働条件上の履行確保を図るべき事項及び改善を

図るべき事項（以下「重点事項」 という。 ）を明確にする。

（ｳ）必要な業務量の見積り

重点対象ごとに、対象事業場数、重点事項等に応じ、次の(ｵ)により行政

手法を選択し、一定の成果を期待し得る必要な投入業務量を見積もる。

（工）業務量の適切な配分

上記(ｳ)で見積もった業務量の総計が単年度での主体的能力を超える場

合には、重点対象間の優先順位等に配慮しつつ、投入業務量の調整を行い、

当該年度における重点対象ごとに適切な業務量を配分する。

（ｵ）行政手法の適切な選択

a 監督、集団指導、 自主点検等の行政手法の選択と各行政手法間の連携

各重点対象の対象事業場数、重点事項、遵法水準等を勘案し、監督、

集団指導、 自主点検等の行政手法を適切に選択する。

また、複数の行政手法を組み合わせて取り組む場合には、行政手法間

の有機的連携に配意する。

なお、対象事業場数が膨大であって、より的確に監督対象事業場を絞

り込む必要がある場合、重点対象の問題点や課題の性質等からみて自主

的改善を優先することが適当である場合などにおいては、集団指導、 自

主点検等の集団的手法を前置することに配意する。

b安全衛生業務計画との連携

安全衛生業務との連携によって、 より効果的に対策を推進できる重点

対象については、安全衛生業務計画との整合性を図り、行政手法を適切



に選択する。

特に、個別事業場の指導においては、法定基準の履行確保に重点を置

く監督と、主に技術的・専門的事項の指導に重点を置く個別指導との特

性に応じた役割分担を行う。

（力）監督対象事業場の選定基準の決定

監督対象事業場の選定基準は、重点事項に係る問題点を有する事業場を

的確に選定できるものとなるよう決定する。

（ｷ）監督実施時期の決定

監督実施時期は、あらかじめ指示があるもの、監督の目的に照らし実施

時期を定めるものなどを除き、原則として、監督の優先順位の高い重点対

象を計画年度の早い時期とする。また、同一の重点対象に係る他の行政手

法の実施時期との関連付け、安全衛生業務計画との連携にも配意して実施

時期を決定する。

（ｸ）中長期的な計画の策定

特定の重点対象において、対象事業場数、遵法水準等からみて対策が終

了するまでには相当の期間及び業務量を必要とすることが想定され、 これ

を単年度の計画において実施することが不可能な場合には、 3ないし5年

程度の中長期計画を策定する。

(2)各種業務量の決定

計画策定時の各種業務量は、監督に係る業務量を最大限確保することとし、

次の方法により決定する。なお、 これまでの監督業務量等の決定方法がこれと

相違する場合においては、計画的に移行する。

ア年間稼働日数の決定

労働基準監督官（以下「監督官」 という。 ）の年間稼働日数は、原則とし

て計画年度の開庁日数より年次休暇日数20日、夏季特別休暇日数3日及び中

央研修の期間（開庁日である日とする。 ）を除いた日数とする。

イ年間庁外活動業務量の決定

（ｱ）庁外活動業務の種類とその範囲

庁外活動業務の種類は、監督、司法警察事務、調査、検査、集団指導・

自主点検及びその他とする。

なお、庁外活動業務の範囲は、主として各々次に示す業務とする。

a 監督は、事業場に対する監督の業務に要する時間のほか、事業場への

移動に要する時間、帰庁後の監督復命書等の作成等に要する時間

b 司法警察事務は、刑事訴訟法に基づく捜査活動に要する時間

c 調査及び検査は、事業場に対する実地調査等の業務に要する時間のほ

か、事業場への移動に要する時間、調査復命書等の作成等に要する時間



なお、未払賃金の立替払に係る調査は、 これらに加え、立替払請求者

に対する認定通知書及び確認通知書の交付等に要する時間

集団指導は、事業場等に対する集団指導の実施に要する時間のほか、

庁外の集団指導開催場所への移動に要する時間

自主点検は、回収した点検表の集計、分析及び評価に要する時間

その他は、外部からの要請等による会合等への出席に要する時間、当

該の説明会場への移動に要する時間

年間庁外活動業務量の算定

年間庁外活動業務量は、都道府県労働局（以下「局」 という。 ）で定

める一定の基準により、職制別に直接定める日数又は年間稼動日数に職

制別に一定の比率を乗ずることにより算定される日数のいずれかとす

る。

なお、各種庁内業務の簡素化、合理化等により、この庁外活動業務量

を最大限確保する。

年間庁外活動業務量は、職制別に決定することとし、次に示す考え方

に基づいて適切に算定する。

なお、職制の区分は、原貝ﾘとして一般監督官（任官1年目の監督官を

除く。以下同じ。 ） 、第一方面主任監督官以外の方面主任監督官、第一

方面主任監督官、監督主務課長、労働基準監督署畠ll署長（以下「畠ll署長」

という。 ）及び労働基準監督署長（以下「署長」 という。 ） とする。

(a)一般監督官は、監督を中心に庁外活動に最も専心すべき立場の者と

して、年間稼働日数の概ね四分の三を年間庁外活動業務量の目安とす

る。

(b)第一方面主任監督官以外の方面主任監督官は、 自らの監督活動に加

え、部下の一般監督官の管理業務及び監督業務の決裁等の進行管理、

所掌する方面業務の企画・立案及びその実施結果の取りまとめ・評価

（以下「方面主任業務」 という。 ）を適切に行う立場にある。このた

め、一般監督官に係る年間庁外活動業務量から各々の方面の方面主任

業務の標準的な遂行を考慮して当該業務量の目安とする。

(c)第一方面主任監督官は、 自らの監督活動及び方面主任業務に加え、

方面業務の統括に係る業務、年間及び月間の計画の策定及びその実施

結果の取りまとめ・評価を適切に行う立場にある。

このため、第一方面主任監督官以外の方面主任監督官に係る年間庁

外活動業務量から、第一方面主任監督官業務の標準的な遂行を考慮し

て当該業務量の目安とする。

監督主務課長についても、第一方面主任監督官に係る考え方に準ず

．
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るとともに、併せて必要最少限の庶務業務も考慮し年間庁外活動業務

量の目安とする。

(d)副署長は、署長を補佐し、労働基準監督署（以下「署」 という。 ）

の職員の管理業務及び監督業務、安全衛生業務及び労災補償業務（複

数畠l1署長制署を除く。 ）等の業務全般を統括して進行管理を行うとと

もに、特に重要な監督、複雑・困難な申告事案等の処理をはじめ監督

業務を的確に遂行するための指導的立場にある。

このため、署長を補佐して管理・業務全般を統括する業務の標準的

な遂行を考慮して年間庁外活動業務量の目安とする。

(e)署長は、署における最高責任者として管理・業務全般を統括し、管

理する者であり、あらゆる行政活動を効果的に実施する責任を負う立

場にある。 このため、 これらの業務の標準的な遂行を考慮して年間庁

外活動業務量の目安とする。

ウ年間庁外活動業務量の配分

署における各監督官の年間庁外活動業務量の合計を次に示すところにより

算定した、定期監督、災害時監督、災害調査、申告監督及び再監督に係る業

務量（以下「監督業務量」 という。 ）並びに司法警察事務に係る業務量（以

下「司法業務量」 という。 ）にそれぞれ配分する。

また、年間庁外活動業務量から監督業務量及び司法業務量を除いたものを

調査、検査、集団指導・自主点検及びその他の業務量とする。

（ｱ）監督業務量の算定

監督業務量は、職制別に局で定める一定の基準により直接定める日数又

は年間庁外活動業務量に一定の比率を乗ずることにより算定される日数の

いずれかとし、署における監督業務量はその合計とする。

a 定期監督に要する業務量（以下「定期監督業務量」 という。 ）は、監

督業務量から災害時監督、災害調査、申告監督及び再監督に係る局で定

める方式により算定した日数を除いた日数又は定期監督に要する日数と

して監督業務量に局で定める一定の比率を乗ずることにより算定した日

数のいずれかとする。

b 災害時監督、災害調査、申告監督及び再監督に係る業務量は、過去3

か年の実績の平均を基本とし、必要に応じ直近の情勢変化も踏まえて決

定する。その際、当該業務量は受動的要素が強く、実際に必要となる業

務量が不明確であることから、必要最小限と考えられる日数とする。

（ｲ）司法業務量の算定

司法業務量は、署長、副署長及び任官1年目の監督官を除く監督官の司

法処理に必要な日数とする。



なお、司法処理の実績が計画業務量に満たない場合を想定し、司法業務

量の代替の監督業務として一定程度の業務量に見合う監督対象事業場を選

定するなど必要な対応を行う。

（ｳ）調査及び検査の業務量の算定

調査に係る業務量は、過去3年間の実績の平均を基本とし、必要に応じ

制度改正等の影響も踏まえて算定する。この場合、未払賃金の立替払に係

る認定・確認及びその他に区分して算定する。

検査に係る業務量もこれに準じて算定する。

（工）集団指導・自主点検の業務量の算定

集団指導・自主点検の業務量は、その必要性及び内容を勘案して算定す

る。

エ 1件当たりの標準的な業務量の決定

1件当たりの処理に要する標準的な業務量は、本省が特に指示するものを

除き、局において次の考え方により定める。

（ｱ）監督

重点対象ごとの監督1件当たりの標準的な業務量は、監督の目的、監督

対象事業場の業種・規模等を踏まえ、重点事項等の点検・確認、指導等に

要すると考えられる標準的な業務量を考慮して決定する。

なお、新たな重点対象について監督を実施する場合には、他の重点対象

に対する監督との均衡も考慮しこれを決定する。

（ｲ）司法警察事務

司法処理1件当たりの標準的な業務量は、集中的かつ組織的な対応を図

ることにより迅速処理を行うことを前提に必要な日数を見極めて決定す

る。

（ｳ）調査及び検査

調査及び検査に係る1件当たりの標準的な業務量は、調査及び検査の種

類や内容に応じた処理に要すると考えられる業務量を考慮して決定する。

（工）集団指導・自主点検及びその他

集団指導・自主点検及びその他に係る1回当たりの業務量は、その内容

を考慮して決定する。

オ安全衛生担当部署等に配置する監督官の計画

安全衛生担当部署（以下「安衛部署」 という。 ）等に配置する監督官が、

一部を監督業務として行うこととしている場合には、当該業務を計画に盛り

込む。

(3)局による計画策定方針の決定及び指導調整

局による計画策定方針の決定及び指導調整は、原則として次による。

、
Ｉ



ア局による計画策定方針の決定

局は上記(1)及び(2)を踏まえ、計画策定方針を決定し、署に示す。

なお、当該方針については、署間において産業構造、事業場数、申告・

相談等の状況、労働災害の発生状況等が著しく異なる場合には、監督の重

点対象の選定、重点対象間の優先順位、行政手法の選択等について、それ

ぞれの署においてその状況に応じた計画を策定できるものであることとす

る。また、複数の署において同一の重点対象に対する取組を行う場合にお

いては、連携を図った取組となるよう効果的かつ効率的な計画を策定する

ことにも配意する。

イ局による指導調整

局は、各署の計画案が、計画策定方針に基づき各署の管内状況も踏まえ

たものとなっているかについて、調整会議において次により指導調整を行

う。

（ｱ）指導調整方針の決定

調整会議の開催に先立ち、計画案ごとに当該会議において重点的に指導

調整を行う事項を局内関係部課室間における協議も経て具体的に定め、調

整方針を決定する。なお、計画案の提出期日は、当該協議に必要な期間の

確保を考盧して決定する。

（ｲ）調整会議の開催

計画案の指導調整は、局において開催する調整会議において､上記(ｱ)の

調整方針に基づいて行う。なお、調整会議は、計画案ごとに局内関係部署

と署の間で行う。

（ｳ）調整事項

指導調整は、次に示す各事項について署に説明を求め、その根拠につい

て具体的な基礎資料等により確認を行い、その適否を判断する。

なお、指導調整の結果、計画案の修正を指示した場合には、署からの計

画提出時等の際にその修正状況を確認する。

a年間庁外活動業務量の算定及び定期監督等各種業務への業務量の配分

状況

b重点対象の選定とその理由（解消しようとする問題点、 これまでの監

督結果等）及びその重点事項

c 重点対象間の優先順位

．各重点対象の業務量の配分の決定

e 重点対象に属する対象事業場数

f 行政手法の選択（監督指導とその他の行政手法の関連付けなど）

9監督対象事業場の選定基準（該当する監督対象事業場数）



h監督実施事業場数（対象事業場名簿等）

i 監督実施時期

』 安全衛生業務計画との連携

k 中長期的な観点からの取組の計画及びその実施状況

1 その他局が必要と認める事項

（4）計画の策定及び報告

署は基準システムの監督指導計画策定支援システム（以下「監督計画システ

ム」 という。 ）を使用して計画を策定し局に報告する。なお、集団指導のその

他の欄には自主点検を計上する。

その際、必要に応じ、基礎資料を併ぜて提出する。

（5）計画の変更

署は、計画に基づき業務を推進する過程において、重大災害の多発、大規模

企業倒産の発生等管内状況の急激な変化、長期にわたる欠員等、計画策定当初

に予期し得なかった状況により当初計画の大幅な変更が必要になる場合には、

局との協議を経て計画を変更する。

なお、局は、協議が必要となる計画変更の範囲や協議方法をあらかじめ定め、

署に周知する。

局においては、社会経済情勢の急激な変化や全国的に緊急の対応が必要とな

る場合等において、必要に応じ、署に対し計画の見直しを指示する。

2計画の実施

次に示すところにより、計画の着実な実施を図る。

（1）署における進行管理

ア計画に係る共通の理解の形成

署長等の署管理者（以下「署管理者」 という。 ）は、策定された計画に基

づき、計画的な業務運営を図ることが重要である。 このため署管理者は、署

内会議等の機会を活用し、各監督官に対して、計画における重点対象の選定

理由、重点対象相互の優先順位、行政手法の選択理由と実施時期、各行政手

法間の連携、監督対象事業場の選定理由、重点事項に関連する法違反等及び

その是正・改善方法、過去の取組状況、安全衛生業務計画との連携と役割分

担等について必要な説明を行い共通の理解の形成を図る。

イ月間監督指導計画の作成等

署管理者は、月毎に月間監督指導計画（以下「月間計画」 という。 ）を作

成する。また、署管理者は、上記アに準じて各監督官に月間計画の内容につ

いて必要な説明を行い、共通の理解の形成を図る。

ウ監督官ごとの月間監督指導計画の作成と着実な実施

署管理者は、計画的かつ効率的な監督を実施するため、各監督官に月間監



督指導計画を、原貝llとして前月末までに作成させる。また、同計画が着実に

実施されているかを月半ばに確認し、進捗状況等に問題が認められる場合に

は、その原因を把握して必要な指導、調整を行う。 さらに、月末において実

施結果の確認を行い、当月の計画未実施のものについては、翌月の月間計画

に反映させるなどの必要な指示を行う。

（2）局における実施状況の把握及び指導・助言

局は、各署の監督実施状況等について、基準システムに入力された監督結果、

局で定める報告等により適宜状況を把握するほか、署管理者からの聴取等によ

り日常的な把握及び必要な指導を行う。 さらに、地方労働基準監察等の機会を

通じ、計画の進捗状況、署管理者の各監督官への指導状況等の確認を行い、計

画の着実な実施を図る観点から的確な指導・助言を行う。

3行政実績の把握並びに行政効果の把握及び評価

行政実績の把握並びに行政効果の把握及び評価については、署において、次に

示すところにより行う。

なお、具体的な実施時期、各種様式、局への報告等については、各局において

定める。

（1）基本的な行政実績の把握

ア監督実績等について監督計画システムを使用して、次の項目を把握する。

（ｱ）監督実績（定期監督の重点対象別・月別の件数及び業務量、災害時監督、

災害調査、申告監督及び再監督の月別の件数及び業務量（安衛部署配置の

監督官が実施した措置分を含む。 ） ）

（ｲ）司法処理実績（月別の件数及び業務量）

（ｳ）調査及び検査実績（業務別・月別の件数及び業務量）

（工）集団指導・自主点検実績（業務別・月別の実施回数及び業務量）

（ｵ）その他の業務実績（同上）

イ監督実績について上記アの(ｱ)に加え､基準システムの定型統計を使用して

定期監督等（定期監督、災害時監督及び災害調査）の件数、違反率及び主要

条文別違反状況について把握する。

ウ申告・相談の状況について上記アの(ｱ)に加え、次の項目を把握する。

（ｱ）申告処理状況（業種別受理状況及び完結状況）

（ｲ）賃金不払事件処理状況（件数、解決金額、対象労働者数等の業種別状況）

（ｳ）相談状況（件数、相談事項等）

エ司法処理実績について、上記アの(ｲ)に加え、司法事件情報管理システムを

活用するなどにより次の項目を把握する。

（ｱ）送致（付）件数

（ｲ）送致（付）者数（両罰規定の対象者を含む。 ）



（ｳ）送致（付）事件の平均処理期間

オ集団指導・自主点検について、上記アの(工)に加え、次の項目を把握する。

（ｱ）集団指導の出席事業場数（業務別・出席事業場数）

（ｲ） 自主点検実績（業務別・月別の交付事業場数及び実態把握を目的として

回収を行ったものはその件数）

力法違反等の是正・改善状況その他必要な項目を把握する。

(2)重点対象別の行政実績等の把握並びに行政効果の把握及び評価

次年度以降の行政課題に対する対処方針を明らかにし、的確な計画等を策

定するために署においては、原則として当該年度の第3四半期までの行政実績

について、上記(1)に係る監督業務の基本的な実績を活用して、主要な重点対

象ごとに行政実績等を把握し、それに基づき行政効果を把握しこれを評価する

O

また、局においても、署から報告される評価結果を分析し、局全体の行政

効果を評価する。

その際、各種行政手法を用いた結果、重点事項についてどのような改善が

図られたかという視点を持って把握及び評価を行う。

なお、中長期計画の実施状況の把握については、同計画により定められた

要領による。

ア重点対象ごとの行政実績等の把握

（ｱ) (1)の行政実績について、重点対象ごとに主として次の事項を把握する。

a 定期監督等、集団指導・自主点検の実施結果（①重点対象における監

督実施事業場数及び実施率、違反事業場数及び違反率、重点事項に係る

違反率及び使用停止等命令等の内容及び法違反等の是正・改善状況、②

集団指導・自主点検に係る実施回数、対象事業場数、出席・回収事業場

数等、③安全衛生に係るものについては、安衛部署との連携結果、④前

年度までの行政実績）

b 申告・相談状況（重点対象の選定理由としているなどその効果把握に

必要な場合に限る。 ）

（ｲ）上記の行政実績のほか次の事項を重点対象ごとに把握する。

a 労働災害の発生状況、職業性疾病発生状況、健康診断実施状況及び安

全衛生管理体制の整備状況（上記(7)bに同じ。 ）

b就業規則、時間外・休日労働協定、計画届等の届出状況（上記(ｱ)bに

同じ。 ）

c 管内の動向・業界の状況等

イ行政効果の把握及び評価

上記アにより把握した行政実績等に基づき、行政課題の解消・達成状況を



把握し、重点対象ごとに翌年度における取組の要否等について、次の視点で

評価を行う。

（ｱ）行政課題の解消状況、達成できていない場合の問題点及びその理由

（ｲ）選択した行政手法（特に監督）の適否

（ｳ）行政手法間の連携の状況の適否

（工）投入業務量、優先順位の設定、各手法の実施時期の適否

（ｵ）翌年度の取組の必要性及び用いるべき行政手法（中期計画の見直しの必

要性を含む。 ）

（3）年度終了後における行政実績の把握等

年度終了後、翌年度4月中に第4四半期における、監督等に係る行政実績

を必要な範囲で把握し、翌年度の監督指導業務の運営に活かす。

4本省報告

本省は必要に応じ、行政実績等について報告を求めることがある。

第22 法違反の措置等監督業務処理要領について

1 監督実施に伴う業務処理

（1）法違反等に対する措置

監督を実施し、監督官の権限行使の対象となる法律に係る違反（以下「法

違反｣という｡）等を確認した場合の措置は、次のとおりとする。

ア監督実施に伴う行政措置

（ｱ）法違反についての行政措置については、特段の指示のあるものを除き

、法違反の事実を記載した「是正勧告書」 （様式第2の1号）を交付し

て、是正を勧告する。

なお、重大又は悪質な法違反があるものについては、是正しない場合

には司法処分に付することがある旨を必ず口頭でも警告する。

a 是正勧告書を交付する場合においては、是正期日及び遡及して是正を

要する期間（例えば、労働基準法第37条における遡及是正の期間等）を

必ず特定して記入すること。なお、是正期日については、各局において

、管内の実情等に即して、取扱基準を定めておくこととし、必要に応じ

ブロック内で調整を行う。

b是正勧告書の作成要領は、後記第3の2による。

（ｲ）法違反以外の事項について指導を行う必要がある場合には、別途指示し

ている場合を除き、 「指導票」 （様式第8号）を交付することによって行

うことができる。

なお、指導事項は、労働基準監督機関の所管に属する事項とし、安全衛

生関係事項に限らず、労働条件一般についても記載して差し支えない。



（ｳ） 自動車運転者の労働時間等労働条件確保のための監督指導等について

は、その都度示す措置基準等による。

（工）是正勧告書及び指導票は、原則として事業主（者） （家内労働法に係

る事項については、委託者とする｡以下同じ｡）あてとする。

ただし、当該事業場の最高責任者が独自の権限において当該すべての法

違反について是正することが可能な場合には、同人あてとしても差し支え

ない。

なお、是正勧告書及び指導票の交付の対象となる者が注文者、機械等貸

与者等事業主（者）以外の者である場合も同様とする。

（ｵ）是正勧告書及び指導票は、監督を実施した事業場の責任ある者に交付

する。

（力）是正勧告書及び指導票は、原貝llとして、臨検監督時に交付する。

ただし、適用条文等に疑義があり検討を要する場合、責任ある者が不在

の場合、署に呼び出し署長から警告を与えて交付することが適当な場合等

については、 この限りでない。

イ監督実施に伴う行政処分

（ｱ）監督実施に伴う行政処分は、すべて文書で行う。

具体的には、労働基準法第96条の3若しくは第103条又は労働安全衛生

法第98条の規定に基づく使用停止等命令については、使用停止等命令書（

様式第4号）を交付することにより、労働安全衛生法第99条の規定に基づ

く緊急措置命令については、緊急措置命令書（様式第7号）を交付するこ

とにより行う。

また、使用停止措置、立入禁止措置及び作業停止措置の命令解除は、使

用停止等命令解除通知書（様式第6号）を交付することにより行う。

（ｲ）使用停止等命令及び緊急措置命令については、昭和56年2月16日付け

基発第92号｢使用停止等処分基準及び緊急措置基準の取扱いについて｣に

示したところにより運用する。

（ｳ）使用停止等命令書及び緊急措置命令書はすべて事業主（者）あてとし

、当該事業場の責任ある者に交付する。

なお、使用停止等命令書及び緊急措置命令書の交付の対象となる者が注

文者、機械等貸与者等事業主（者）以外の者である場合も同様とする。

ウ監督実施に伴う司法処分

（ｱ）司法処分は、刑事訴訟法に基づく適正な手続に従い、的確、迅速に行

う。

（ｲ）司法処分については、平成17年9月30日付け基発第0930001号「労働基

準監督機関における司法警察権限の行使に関する規範について」による



O

(2)監督実施後の処理

ア監督結果の復命

監督実施後は、速やかに監督復命書（様式第1の1号）を作成し、 これ

により署長に対し監督結果を復命する。

監督復命書は、個別事業場情報管理システム（以下｢個別システム｣とい

う｡）を使用して必要な事業場基本情報、監督結果等情報及び下請情報等を

登録した上で、監督復命書、監督復命書（違反続き） （様式第1の2号）

及び監督復命書（続紙） （様式第1の3号）を印刷し、 これに必要な事項

を記入することにより作成する｡復命の際には、監督復命書に是正勧告書（

控） 、使用停止等命令書（控） 、指導票（控）等関係書類を添付する。

また、監督を実施した際に把握した労働条件関係情報、危険機械・有害

業務情報等の情報のうち、必要なものを個別システムを使用して登録し、

必要に応じ当該情報を印刷し、当該監督復命書に関係書類として添付する。

なお、建設業、造船業等で同一現場に多数の下請事業場が存在している

場合については、元請事業場については必ず監督復命書を作成することと

するが、下請事業場については、是正勧告書、使用停止等命令書、指導票

等を交付したもの又は即時司法処分としたものについてのみ監督復命書を

作成する。

おって、監督復命書の作成要領は、後記第3の2による。

イ署長判決

（ｱ）判決の種類

署長は、監督復命書を決裁する際に、事案全体についての事後処理方針

を決定するため判決を行う。署長判決は、事案に応じ種々の内容が考えら

れるが、基本的な判決の内容は次のとおりである。

「完結」………………事案を完結するもの。

「要再監」……………原則として再監督を実施すべきもの。ただし、

再監督の対象とされた法違反の是正が明らかに確

認された場合で、署長が再監督を実施する必要が

ないと再度判決したときには、再監督を省略する

ことができる。

なお、再監督の対象とされた法違反の是正が確

認された場合であっても、当該事業場の遵法意識

が低いもの及び当該事業場の安全管理体制に問題

が認められるもの等、署長が再監督の必要性を認

めるものについては、必ず再監督を実施すべきも



のであることに留意すること。

「要確認」……………必ず是正を確認すべきものであり、当該違反の

是正について確実な心証を得られない場合（例え

ば、機械・設備関係違反について、事業場から写

真等客観的に是正を確認できる資料の添付がない

是正報告が提出された場合）には、再監督を実施

すべきもの。

「要是正報告」………原則として、是正報告を待って完結するもの。

「要改善報告」………法違反がない場合において、原則として改善報

告を待って完結するもの。

なお、署長決裁により事業場基本情報、監督結果等情報及び下請情報等

に修正又は追加をする必要が生じた場合には、速やかにこれを行うこと。

(ｲ）判決の基準

署長判決の基準（以下「本省判決基準」 という。 ）は、他の通達にお

いて特に示すものを除き、原則として以下による。

ただし、各判決において対象とする具体的な法違反の事案については

、各局において、管内の行政課題、事案の性質等を踏まえ、要確認事案

を要再監事案とし、要是正報告事案を要確認事案又は要再監事案とする

判決の基準（以下「局判決基準」 という。 ）を定めても差し支えない。

a 要再監判決

重大又は悪質な法違反及び行政処分に係る法違反の事案

b要確認判決

次に掲げる法違反の事案（ただし、要再監事案は除く。また、具体

的な事案については、各局において定めることとして差し支えない。 ）

①金銭債権に係る法違反の事案

②機械・設備関係に係る法違反の事案（検査・定期自主検査の未実施

を含む。 ）

③安全衛生管理体制に係る法違反の事案（総括安全衛生管理者、安全

管理者、衛生管理者、産業医及び統括安全衛生責任者の未選任等、安

全・衛生委員会の未設置等）

④労働災害と直接の因果関係にある法違反の事案

⑤申告に係る法違反の事案

⑥社会的問題事案に係る法違反の事案

c要是正報告判決

a、 b以外の法違反の事案（ただし、 「自動車運転者の労働時間等の

改善のための基準」違反を含む。 ）



d要改善報告判決

法違反が認められない事案であって、法違反以外の事項について指

導を行い改善の状況について報告を求めるもの

e完結判決

aからdに該当しない事案又は即時に司法処分に付する事案

ウ法違反の是正状況等の把握、確認

監督実施後は、法違反等が認められたものについては、署長判決に従い

、法違反の是正状況等の把握、確認を行う。

エ法違反を是正しない場合等の対応

再監督による是正指導や是正督促等を行ったにもかかわらず、法違反を

是正しない場合等には、以下により署長が当該法違反の処理方針を決定す

る。

なお、局判決基準を定めている法違反については、本省判決基準の対象

区分に応じた取扱いをしても差し支えない。

a 要再監判決の対象である法違反

司法処分に付する。

b要確認判決の対象である法違反

次のいずれかによる。

(a)未是正の法違反を放置することが管内の遵法水準に悪影響を及ぼすと

判断されるものについては司法処分に付する。■■■■■■■■■

ﾛ■■■■■■■

(b)

■■■■■■■■■

要是正報告判決の対象である法違反等

次のいずれかによる。

C

(a)



■■■■■

(b)

管

内の遵法水準に悪影響を及ぼすと判断されるものについては司法処分に

付する。

d要改善報告判決の対象であるもの

オ監督復命書等の整理、保管

監督復命書、是正勧告書（控） 、使用停止等命令書（控） 、指導票（控

）等関係書類は、完結後、関係簿冊に整理編てつし、保管する（申告監督

の場合には、申告処理台帳に添付して、整理編てつする｡） 。未完結分につ

いては、完結するまで適切に保管する。

（3）司法処分実施後の処理

ア司法事件に係る情報

司法処分を行った場合には、当該司法事件に係る一定の情報を司法事件

情報管理システム（以下「司法事件システム」 という｡）を使用して登録し

た上で、司法事件送検結果を印刷し、署長決裁を受ける。

イ送致書等の整理、保管

送致書等司法処分に係る関係書類は、送検後、事件ごとに整理編てつし

、保管する。

（4）個別システム及び司法事件システムに関連する監督業務処理

個別システム及び司法事件システムに関連する監督業務の運営に関しては、

別途示す「労働基準行政情報システム事務処理手引｣及び｢労働基準行政情報シ

ステム機械処理手引」による。

2許可・認定及び届出の受理事務について

許可・認定及び届出の受理事務については、従前より詳細指示されているとこ

ろであり、今後においても、 ’|真重、かつ、迅速に取り扱うべきことに変りはない

が、従前の処理状況にかんがみ、次により事案の適切な処理を図ることとする。

(1)許可・認定について

ア許可・認定基準の遵守

許可・認定の事務処理は法令及び通ちょうに貝|｣り適切に措置すべきこと

はもとよりであるが、従前における処理状況をみるに必ずしも通ちょう基



準に合致しない処分がなされている向きがあるので処分基準の順守を徹底

し、事案処理の斉一性が確保されるよう特段の配意をすることとする。

イ処理の期間

許可・認定の処分は、原則として、当該申請を受理した日から2週間以

内に行うこととする。

なお、処分決定に当たっての決裁経路は各局において予め特定し事案処

理の適正を期することとする。

ウ処分結果の通知

処分結果は、当該申請書の副本に表示し、処分決定次第速やかに申請者に

通知することとする。

また、申請者に対し行政処分に係る結果を通知する場合、行政不服審査法

及び行政事件訴訟法に基づく教示を必ず行うこととする。

エ関係書類の編てつ等

関係書類は年度別に一括して「許可申請関係綴」及び「認定申請関係綴

」にそれぞれ編てつすることとし、当該綴には索引を付することとする。

なお、事案件数に応じ当該綴を事項別に区分することは差し支えない。

オ厚生労働省汎用申請・届出等受付システムを使用し、許可・認定の申請が

あった場合、その受理等の処理については、 「労働基準行政情報システム

事務処理手引・電子申請関連編」及び「労働基準行政情報システム機械処

理手引・電子申請関連編」によることとする。

(2)届出について

受理した届出書類は、各局において予め定める供覧経路、供覧要領等に従

って供覧し、供覧後は速やかに関係簿冊に編てつすることとする。

なお、厚生労働省汎用申請・届出等受付システムを使用し、届出があった

場合、その受理等の処理については、 「労働基準行政情報システム事務処理手

引・電子申請関連編」及び「労働基準行政情報システム機械処理手引・電子申

請関連編」によることとする。

また、届出書類のうち、届出に基づいて一定の行政処分を要する事案につ

いては、各局において予め定める審査処分要領に従って処分の要否を決定し処

理することとする。

申告の処理について

申告事案は、申告者の秘密を保持し、 これを優先･迅速に処理すべきことにつ

いては、従来から指示してきたところであるが、その具体的処理については次に

よることとする。

(1)処理基準について

ア申告の受理

3



申告事案は、その内容が法違反を構成しないことが明白である場合を除

き、すべてこれを受理し、後記(2)に定める「申告処理台帳｣に記載するこ

ととする。

「申告処理台帳」は、申告情報管理システム（以下「申告システム」 と

いう。 ）を使用して必要な情報を登録した上で、申告処理台帳（様式第10

号） 、申告処理台帳続紙（様式第12号）を印刷し、 これに必要な事項を記

入することにより作成する。復命の際には、申告処理台帳に申告処理台帳

続紙等関係書類を添付する。

イ申告に基づく監督の省略及び当該事案の処理要領

（ｱ）申告に基づく監督の省略

■

a

■■■

b

■■■■

C

．

e

■■■■■■■■■■■■

(ｲ）申告に基づく監督を省略した場合の当該事案の処理要領

申告事案を監督によらないで処理する場合は、次の要領により処理する

こととする。

a 申告内容について直前の監督実施時に是正を勧告しているものについ

ては、当該監督の事後措置の一環として処理する。

b上記a以外の申告事案については

(a)被申告者の出頭を求め申告内容の事実確認を行い、必要があれば申

告事項以外の事項についても、違反事実の有無の確認を行う。

(b)上記(a)の結果、法違反が確認された場合は、 「是正勧告書｣によ

り、その是正を勧告する。

(c)上記(b)によりその是正を勧告した事項については、是正予定期日



到来後遅滞なく、被申告者を呼出す等の方法によって是正の有無を確

認する。

c被申告者が呼出しに応じない等の場合は、直ちに申告に基づく監督を

実施する。

ウ申告事案の完結

申告事案が次の各号の一に該当するに至った場合は、第2の1の(2)のエ

にかかわらず、 これを完結として処理することとする。

（ｱ）申告に係る法違反の是正をみた場合

（ｲ）無記名その他無責任と思われる申告であって、署長が完結として差し

支えないと判断した場合

（ｳ）事案を司法処分に付した場合

（工）相当の努力を払ったにもかかわらず、使用者又は労働者の所在が不明

のため、事案の解決が著しく困難であると認められる場合

（ｵ）申告内容に関し、数度にわたり、申告者に対して照会するも回答なく

、事案の解決が著しく困難であると認められる場合

(力）

(ｷ）事案を他の監督署に移送し、当該事案の処理経過の通報等が処理監督

署と申告者との間で直接行われることとなった場合

(ｸ）

エ申告事案の移送

申告事案を他の監督署に移送する場合は次により行うこととする。

（ｱ）申告事案の移送は、申告システムを使用して「申告処理台帳」に所要

事項を登録のうえ、被申告者の所在地を管轄する署に対して行う｡その際

特に被申告者の氏名、住所及び申告の内容等を明確に把握し、移送を受

けた署において、処理に支障を来たすことのないよう留意することとす

る。

（ｲ）移送に係る申告事案の申告者に対する処理経過の通報、申告内容に関

する照会等は受理署において申告者の同意を得た場合に限り、処理監督

署と申告者との間で直接行うこととし、受理署はその旨を「申告処理台

帳」の所定欄に記入する。

(2)申告事案の処理経過の記録等について

ア申告事案の処理経過は、様式第10号による「申告処理台帳」に所要事項を

記録することとする。



イ上記｢申告処理台帳｣の整理のため、様式第13号による「申告処理台帳索引

簿」を備え付けることとする。

ウ事案の処理経過については、上記「申告処理台帳」により所属長に適時復

命することとする。

エ申告に基づく監督を定期監督により実施した場合は、当該「監督復命書」

に所要事項を記載して所属長に復命するとともに、 「申告処理台帳」にその

結果の概要を記録しておくこととする。

オ 「申告処理台帳」及び「申告処理台帳索引簿」は事案完結後3か年間保存

することとする。

災害調査について

災害調査は、同種災害の再発を防止するため、災害を構成した起因物の不安全

な状態及び人の不安全な行動を発見して、 これらを是正する方法を決定するため

のものであることは、従来より指示してきたところであるが、災害防止の徹底を

期するため、今後における災害調査の実施要領を次のとおり定め、業務処理要領

の統一化と適正化を図ることとする。

(1)災害調査の対象とする災害、事故について

災害調査の対象とする災害、事故は、次に掲げるものとするが、交通事故

）災害調査の対象とする災害、事故について

災害調査の対象とする災害、事故は、次に掲げるものとするが、交通事故

4

等であって、明らかに当該事業場における安全衛生管理と関係の稀薄なものに

ついては、原則として調査の対象としないこと。

ア死亡災害及び重大災害

イ上記ア以外の労働基準法施行規則別表第2の身体障害等級表の第7級以上

に掲げる身体障害を伴う災害と認められるもの。

ウ上記ア及びイ以外の休業■■■以上の災害

エ休業■■以上の下記の中毒又は障害（疑いのある場合を含む｡）

（ｱ）すべての有害物質による中毒

（ｲ）電離放射線による障害

（ｳ）高気圧障害（圧気工法に係るものに限る｡）

（工）酸素欠乏症

オ建築物等解体工事における石綿の外部漏洩が生じたもの、工場から排出さ

れた有害物質が原因で環境汚染が生じ社会的な問題となったもの等、災害

防止の徹底を期するため特に調査等の必要があるもの。

力下記の事故

（ｱ）労働安全衛生規則第96条第1項第1号から第3号に掲げる事故（火災に

ついては、化学工業における火災又は修理若しくはぎ装中の船内火災に

限る｡）

（ｲ）労働安全衛生規則第96条第1項第4号から第10号に掲げる事故



（ｳ）労働安全衛生法施行令別表第3の第■類物質の■■漏えい事故

（工）電離放射線障害防止規則第42条第3号に掲げる事故

（ｵ）足場や解体中の建築物の倒壊等、災害防止の徹底を期するため特に調

査等の必要があるもの

(2)調査事項について

災害調査復命書に掲げる事項について調査するものとするが、調査にあた

っては、作業方法、作業手順、作業面（作業箇所） 、事故の型、加害物、起因

物、不安全な状態、不安全な行動等を詳細に調査して原因を究明すること。

なお、別添「災害調査に際しての留意事項」を参考にして、的確な調査の

実施に努めること。

(3)災害調査等の実施について

前記(1)のア、エ（休業4日未満の一酸化炭素中毒を除く。 ）又は力((7)

、 （ｳ)及び(工)に限る。 ）の災害、事故については、把握次第直ちに(ただし、

このうち'|曼性のものについては、把握時期に応じ速やかに)、災害発生事業場

におもむき災害調査を実施すること。

また、 (1)のイ、 ウ、エ（休業4日未満の一酸化炭素中毒に限る。 ） 、オ又

は力（(ｲ)及び(ｵ)に限る。 ）の災害については、災害の把握時期、災害の型、

違反の状況等に応じ効果ある災害調査又は災害時監督を行うこと。

災害調査等の復命については、原則として災害調査復命書によることとす

るが、災害時監督を実施した場合は災害調査復命書の記載を省略し、監督復命

書に災害原因を附記すること。

なお、災害調査等の実施にあたっては、当該災害等の原因に徴し、法違反

についての是正措置を講ずることはもとより、当該企業の安全衛生管理活動の

促進のための監督指導を併せ行うべきことはいうまでもないこと。

(4)災害調査復命書の送付について

次の災害、事故に係る災害調査復命書については、その復命書の写1部を

本省に送付することとするが、他の災害、事故に係る災害調査復命書について

も、適宜、送付を要請することがあるので、平素より保存等につき配慮するこ

と。

ア死亡災害

イ上記(1)のイ又はウに掲げるもので、起因物の中分類が動力伝動機構、木

材加工用機械、金属加工用機械及び一般動力機械のもの

ウ上記(1)のエ及びオに掲げるもの

エ上記(1)の力に掲げるもの（(ｱ)に掲げる事故のうち、労働安全衛生規則第

96条第1項第1号イに掲げる火災又は爆発の事故で、石油精製業若しくは石

油化学コンビナート地区の企業におけるもの、同項第2号及び第3号に掲

ノ



げるもの、 （ｲ)に掲げる事故、 （ｳ)に掲げる事故並びに(工)に掲げる事故に限

る。 ）

(5)調査等の記録について

災害の発生状況とこれに対する災害調査の実施状況及びその後の処理経過

を明らかにするため、災害調査等処理経過簿を署及び局に備え付けることとす

る。

第3 監督様式の作成要領

監督様式

監督復命書等の監督様式を次のとおり定める。

1

号
号
号
号
号

１
２
３
１
２

の
の
の
の
の
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号

１
１
１
２
２
３
４
５
６
７
８
９
Ⅲ
Ⅱ
阻
旧
Ｍ
旧
陥

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

式
式
式
式
式
式
式
式
式
式
式
式
式
式
式
式
式
式
式

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

･監督復命書

･監督復命書(違反続き）

･監督復命書(続紙）

･是正勧告書

･是正勧告書続紙

･最終是正督促書

･使用停止等命令書

･使用停止等命令書続紙

･使用停止等命令解除通知書

･緊急措置命令書

･指導票

･指導票続紙

・申告処理台帳

・申告処理台帳付表

・申告処理台帳続紙

・申告処理台帳索引薄

･災害調査復命書

･災害調査等処理経過薄

･要監理事業場台帳

2監督復命書及び是正勧告書の作成要領

(1)監督復命書について(以下の監督復命書の作成に関する記載で、 ｢とすること

」とあるのは個別システムに入力するものであることを、 「であること」 とあ

るのは個別システムで自動的に入力されるものであることを、 「抹消すること

、記入すること、又は囲むこと」 とあるのは個別システムに登録した上で印刷

後に記入するものであることを、それぞれ示すものである｡）

ア監督復命書は、すべての監督について共通のものであるが、定期監督、災

1



I

害時監督、申告監督及び再監督（再々監督を含む｡）ごとにそれぞれ作成す

ること。

イ 「完結区分」欄は、当該事業場に対する監督指導が完結した場合、該当す

るものを○で囲むこと。

「完結区分」のうち、 「改善」には、改善報告により完結したもの、 「

是正」には是正報告又は再監督により完結したもの、 「司法」には、司法

処分に移行したものが該当し、 「その他」にはこれら以外により完結した

ものが該当する。監督指導の結果、違反がなく署長判決が完結となった場

合には、 「完結区分」欄を斜線で抹消すること。

なお、申告監督については、完結区分は申告処理台帳の「処理経過」欄

の記載によって明らかにすること。

また、再監督、再々監督等についても、その処理経過は定期監督時等に

作成した監督復命書（以下｢定期監督等復命書｣という｡）の本欄によって行

うこと。

ウ 「監督種別」欄は、定期監督、災害時監督、申告監督及び再監督（再々監

督以降を含む｡）の区分のいずれかとすること。

エ 「整理番号」欄は、監督復命書の整理番号で、 この整理番号は、監督復命

書の整理保管のための暦年毎の一連番号であること。

オ 「監督年月日」欄は、監督実施年月日とすること。2日以上にわたる場合

は、監督の最終日とすること。

力 「労働保険番号」欄は、当該事業場の労働保険番号とすること｡ただし、

労働保険番号が付与されていない場合には、空欄又は必要に応じ仮番号若

しくは独自番号とすること。

キ 「業種」欄は、労働基準局報告例規基準業種分類表の小分類の当該分類番

号とすること｡委託者については、委託業務に係る物品製造業と擬制して業

種とすること。

例えば、印刷業の委託者が紙袋貼りを委託している場合には「紙加工品

製造業(1,6,2) 」 とすること｡ただし、包装業務は包装する物品の製造業と

擬制して分類すること｡例えば、水産食料品の包装は「水産食料品製造業(1

, 1,2)」 とすること。

ク 「家内労働委託業務」欄は、委託業務の具体的な内容とすること。

ケ 「労働者数」欄は監督時における当該事業場の労働者数、当該事業場に

派遣されている労働者数及び企業全体の労働者の概数とすること。

なお、 「パート」欄は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

第2条に該当する者の数とすること。

また、児童が就労している場合には、 「参考事項・意見」欄は、その旨及



び児童の数とすること。

． 「監督重点対象区分」欄は、各局署で定めた監督重点対象とすること。

サ 「特別監督重点区分」欄は、本省が定める特別監督対象とすること。

シ 「外国人労働者区分」欄は、外国人労働者を雇用している場合、その区分

とすること。

ス 「企業名公表関係」欄は、平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な

長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対

する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」に

係る区分とすること。

セ 「事業の名称｣及び｢事業場の名称」欄は、監督を実施した事業の名称及び

事業場の名称とすること。

ソ 「代表者職氏名」欄は、事業の代表者の職氏名とすること。

夕 「店社」欄は、建設業の店仕コード及び店社名とすること。

チ 「監督官氏名印」欄は、監督を実施した監督官氏名とすることとし、監督

官氏名を記入することとしても差し支えないこと。なお、複数の監督官で

監督を実施した場合には、他の監督官氏名も記入すること。

ツ 「労働組合」欄は、労働組合有り ・労働組合無し・過半数組合（事業場に

おいて、労働者の過半数を組織する労働組合のこと｡）有りのいずれかとす

ること。

テ 「週所定労働時間」欄は、当該事業場の平均の週所定労働時間数とするこ

と｡ただし、いわゆる正社員と正社員でない者が混在している場合は、正社

員のうちで最も適用者の多い平均の週所定労働時間数とすること。

卜 「最も賃金の低い者の額」欄は、当該事業場の労働者のうち最も賃金の低

い者について、賃金形態（時給・日給・月給）の別及び賃金額とすること。

ナ 「副署長｣、 「主任（課長） 」欄は決裁欄であるが、必要に応じ指導、助

言等を記入すること。

二 「署長判決」欄は、比較的多い判決の種類を掲げているので、該当する判

決事項を○で囲み、それ以外の判決及び必要な指示については本欄余白に

記入し、押印すること。

ヌ 「参考事項・意見」欄は、必要に応じ各局署で情報の整理を行うため任意

に設定した「自由分類項目」 、 「自由設定」及び「自由設定数量｣や当該事

業場の経営状況、財務状況、生産状況、災害発生状況、安全衛生管理組織

の活動状況、労務管理の状況、法違反の原因、今後の遵法状況の見通し、

監督官の総括意見、今後の措置・署長判決についての要望等とすること。

ネ 「違反法条項・指導事項・違反態様等」欄は、使用停止等命令又は是正勧

告を行った違反法条項及び違反態様、緊急措置命令書交付、警告書交付並



びに労働時間関係等の指導事項とすること。

ノ 「是正期日 （命令の期日を含む） ・改善期日」欄は、是正勧告書で指示し

た是正期日である「年月日」、 「即時」 （他の通達で特に示したものに限り

「今後」 とすること。 ） とし、是正済であった場合は「是正済」 とするこ

と。また、使用停止等命令の場合は使用停止等命令書で指示した期日である

「年月日」 とし、指導票等による指導の場合は指導票等で指示した改善期

日である「年月日」 とすることただし、即時司法とした場合又は不法就労

外国人に係る是正勧告を行った場合で、是正勧告書の是正期日欄を斜線で

抹消した時には、空欄のままとすること。

ハ 「確認までの間」欄は、使用停止等命令の期間を「法違反が是正されたこ

とを確認するまでの間」 とした場合に、○とすること。

上 「備考1」欄は、重大又は悪質な法違反等に係る措置の内容とすること。

フ 「備考2」欄は、必要に応じ活用することとし、是正勧告等を行った法違

反等が外国人労働者に関するものである場合に、その該当する類型とする

こと。

へ 「面接者職氏名」欄は、面接者の職氏名とすること。

ホ 「事業場キー」欄は、当該事業場基本情報を特定する個別システム内で自

動的に付与される番号であること。

マ違反が発見されなかった場合には、 「違反法条項・指導事項・違反態様等

」欄に「違反なし」 と記入し、 「参考事項・意見」欄は当該事業場の労務管

理の状況等必要な事項とすること。

ミ 「別添」欄は、監督結果の復命のために、監督復命書に添付する書類名で

あり、該当事項を○で囲むこと。

(2)是正勧告書について

ア 「年月日」欄は、是正勧告書を交付する年月日を記入すること。

イ 「事業の名称」及び「事業場の名称」欄は、監督を実施した事業の名称及

び事業場の名称を記入すること｡ただし、当該事業場の最高責任者に交付す

る場合には、 「事業の名称」欄に事業場の名称を記入すること。

ウ 「労働基準監督署」欄は、署名を、 「労働基準監督官」欄は、主たる監督

官氏名を記入すること。

なお、局で是正勧告書を交付する場合は、 「労働基準監督署」を＝線で

抹消して「労働局」 と書き換えて使用すること。

エ前文の「労働安全衛生法」に続く空欄は、労働基準法及び労働安全衛生法

違反以外の是正勧告を行った場合に、当該違反法律名を記入すること。

なお、労働基準法、労働安全衛生法又は自動車運転者の労働時間等の改

善のための基準については該当がない場合は、当該箇所を＝線を引き抹消



すること。

点検整備体制の確立に関する勧告について該当がない場合は、＝線を引き

抹消すること。

「法条項等｣、 「違反事項」及び「是正期日」欄は、是正勧告書の勧告事

項となるものであるので、次の要領で記入すること。

(ｱ） 「法条項等」欄は、違反している法律、政令、省令（各法施行規則は

省略しても差し支えない｡）及び自動車運転者の労働時間等の改善に関す

る基準について、その名称及び条項を記入すること （この場合、政令及る基準について、その名称及び条項を記入すること （この場合、政令及

オ

力

び省令についてはカッコ書きすること｡） 。

なお、法律等の名称表示に当たっては、是正勧告書を交付する者に説明

の上、次のとおり略記して差し支えない。

労働基準法＝労基法、最低賃金法＝最賃法、賃金の支払の確保等に

関する法律＝賃確法、労働安全衛生法＝安衛法、労働安全衛生法施行令

＝安衛令、労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預

金を受け入れる場合の利率を定める省令＝預金利率省令、労働基準法施

行規貝ll=労基則、年少者労働基準規則＝年少貝ll、女性労働基準規貝|｣＝女

性貝ﾘ、労働安全衛生規則＝安衛則、ボイラー及び圧力容器安全規則＝ボ

イラー則、クレーン等安全規貝ll=クレーン則、ゴンドラ安全規則＝ゴン

ドラ則、有機溶剤中毒予防規貝ll=有機則、鉛中毒予防規則＝鉛則、四ア

ルキル鉛中毒予防規則＝四アルキル則、特定化学物質障害予防規則＝特

化則、高気圧作業安全衛生規則＝高圧則、電離放射線障害防止規則＝電

離則、酸素欠乏症等防止規則＝酸欠貝I、事務所衛生基準規則＝事務衛貝リ

、粉じん障害防止規則＝粉じん則、石綿障害予防規則＝石綿則、東日本

大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するため

の業務等に係る電離放射線障害防止規則＝除染則、事業附属寄宿舎規程

＝寄宿程、建設業附属寄宿舎規程＝建寄程、 じん肺法施行規貝|｣＝じん肺

則、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法=CO法、炭鉱

災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則=CO則、労働

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律＝

派遣法、家内労働法＝家労法、家内労働法施行規貝|｣＝家労則、 自動車運

転者の労働時間等の改善のための基準＝改善基準

｢違反事項」欄は、次により記載すること。

■■■■■■■■■■■■法違反の事案については、違反事実を特定し

て具体的に記載すること。

労働基準法第24条違反の例

「○○○○外○名に対する○月○日から○月○日までの賃金、総額

(ｲ）

a



○○○○円を法定の除外事由なく所定賃金支払日である○月○日に

支払っていないこと。 」

労働安全衛生法第22条（粉じん障害防止規貝|｣第27条第1項）違反の

例

「○○工場内においてアーク溶接作業に従事している労働者○○○

○外○名に有効な呼吸用保護具を使用させていないこと。 」

b■■■■■■■■■■■■法違反の事案については、法違反の態様をで

きるだけ具体的に特定して記載すること。

割増賃金についても、違反事項を具体的に指摘するとともに、遡及

して是正させる場合にはその旨を記載すること｡ただし、割増賃金の不

払い額については、当事者間に争いがある場合を除いては、是正勧告

書に記載する必要はなく、使用者に計算させて支払わせることで足り

ること。

労働基準法第37条第1項違反の例

「○○手当を割増賃金の基礎となる賃金に算入していないこと。 (不

足額については、○年○月○日に遡及して支払うこと｡)」

労働安全衛生法第23条（労働安全衛生規則第543条）違反の例

「○○機械と○○機械との間に設ける通路について、幅80センチメ

ートル以上のものとしていないこと。」

c ■■■■■■■■■■■■法条項の事案については、法違反の態様を具

体的に記載する必要はなく、法律の構成要件に従い、違反事項を概括的

に記載すれば足りること。

労働基準法第32条第1項及び第2項違反の例

「時間外労働に関する協定の範囲を超えて労働させていること｡」

労働基準法第89条違反の例

「常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規

則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出ていないこと｡」

(ｳ） 「是正期日」欄は、是正を完了させる年月日を記入すること｡技能講習

等に係る違反事案についても、 「次回講習まで」等の抽象的な是正期日を

記入することなく、原貝Iとして講習の機会を勘案し具体的に年月日を記

入すること。

また、監督時点で継続している違反状態を即時に是正させる場合（例え

ば、年少者の就業制限に係る違反事案）又は監督時点以後猶予期間を設け

ることなく同種違反の繰り返し発生を是正させる場合（例えば、年少者の

時間外労働に係る違反事案)には、 「即時」 と記入すること。

なお、安全衛生関係法令違反等で、臨検監督中に即時に是正した場合に



は、本欄に「是正済」 と記入すること。

（工）記第2の1の(1)のアの(力)ただし書により、臨検監督を実施した日と

是正勧告書を交付する日が異なる場合で、その間に法違反が是正された

ことを確認したときは、 「是正期日」欄は「是正済」 と記入すること。

キ設備関係に係る法違反については、昭和49年3月6日付け基発第105号「

企業における自主的安全衛生管理活動促進のための監督指導について」記

の3の(1)に基づき、点検整備体制の確立を促進するため、 「法条項等」欄

に記入する法条項を□で囲むこと。この場合、 口頭でも□の趣旨を説明する

こと。

ク 「是正確認」欄は次の要領で記入すること。

（ｱ） 「方式」欄は、確認方法について次の区分によって該当事項を○で囲

むこと。

「再」……再監督による場合

「調」……実地調査（再監督を除く。）による場合（是正確認を目的

としない調査、検査等の機会を利用したものを含む｡）

「書」……是正報告書、写真等書類による場合

「口」……口頭又は電話等による場合

（ｲ） 「認印｣欄は、 （ｱ)のそれぞれの方法により是正を確認した者が(ｱ)につ

いて記入の上押印すること。

ただし、再監督による場合は後記(3)のアにより記入するので押印は不

要である。

（ｳ）上記力の(ｳ)なお書又は(工)により 「是正期日」欄を「是正済」 とした

ものについては、本欄に斜線を付しておくこと。

ケ 「受領年月日」欄は、是正勧告書を交付する際受領者に記入させることと

する。

． 「受領者職氏名」は現実に受領する者に署名させること。

サ 「 （ ）枚目のうち（ ）枚目」欄に最正勧告書の枚数を記入すること。

(3)再監督の場合について

再監督の場合には、上記のほか、次の要領によること。

ア定期監督等復命書を持参し、再監督事項について是正の有無を監督するが

、その際、再監督事項について是正勧告書（控） 「是正確認」欄の「方式

」欄の「再」を○で囲むとともに、 「認印」欄に、当該違反事項が完全に

是正されている場合は○印、再監督判決基準以下に是正されている場合に

は△印、是正されていない場合には×印を記入すること。

使用停止等命令書（控）の「是正確認」欄についても同様とすること。

イ再監督事項が完全に是正され、新たな違反も発見されなかった場合の監督



復命書については、 「参考事項・意見」欄は、是正の状況、所見その他特

記事項があれば記載するとともに、 「監督種別」 、 「監督年月日｣、 「労働

保険番号｣、 「業種」 、 「労働者数(計)｣、 「事業の名称｣、 「事業場の名称」

、 「事業場の所在地」及び｢監督官氏名」欄のみとすることで足りること。

ウイ以外の場合においても、定期監督等復命書と重複する「労働者数｣、 「店

社｣、 「週所定労働時間｣、 「最も賃金の低い者の額」及び「労働組合」欄

については、変更がある場合はその内容とすること。

エ再々監督の場合には、再監督事項の是正の有無についてアの要領で再監督

時に作成した是正勧告書（控）に記入すること。

オ申告監督の再監督についても上記に準じて処理すること。

（4）最終是正督促書について

ア最終是正督促書は正副2通作成し、正本は相手方に交付し、 畠ll本は、是正

勧告書を交付した際の監督復命書に添付しておくこと。

イ 「文書番号」欄の「 労」欄には都道府県名の頭文字等を、例えば東京労

働局にあっては「東労」 と記入し、 「署」欄には労働基準監督署名の頭文

字等を、例えば中央労働基準監督署にあっては「中署」 と記入すること。

ウ 「年月日」欄は最終是正督促書を交付する年月日を記入すること。

エ督促は、署長名をもって行うこと。

オ前文の「是正勧告書・使用停止等命令書」に続く空欄は、使用停止等命令

以外の行政処分を行った場合に、当該命令の標題を記入すること。

また、該当がない場合は、当該箇所を＝線を引き抹消すること。

力最終是正督促書は、すべて事業主（者）あてとし、当該事業場の責任ある

者に交付すること。

キ 「受領者の職名」及び「受領者の氏名印」欄は、 この督促書を受領した者

に署名させること。

3 司法事件台帳の作成・検索要領

司法事件台帳の作成及び個別事業場管理システムへの入力については、 「個別

事業場管理システム事務処理手引（司法事件台帳編） 」及び「個別事業場管理シ

ステム機械処理手引（司法事件台帳入力編） 」によること。

また、司法事件台帳の検索については、 「個別事業場管理システム機械処理手

引（司法事件台帳検索編） 」のⅣによること。

使用停止等命令書（様式第4号）記載心得

1 この様式は、労働基準法第96条の3若しくは第103条、労働安全衛生法第98条

に基づく命令を行う場合に使用すること｡

なお、同一事業揚に同時に2以上の命令を出す場合であって、命令権者が異な



る場合には、命令権者ごとに別葉とすること。

2命令書は正副2通作成し、正本は相手方に交付し、副本は、監督復命書に添

付しておくこと。

3 「文書番号」欄の「 労」欄には都道府県名の頭文字を、例えば東京労働局

にあっては「東労」 と記入し、 「署」欄には労働基準監督署名の頭文字を、

例えば中央労働基準監督署にあっては「中署」 と記入すること。

なお、局所属の労働基準監督官が命令を行う場合には労働基準監督署を＝線で

抹消して労働局と書き換えて使用すること。

4 「文書番号」欄の「第号」欄には、各監督官ごとに定める番号(局所属監督

官については局ごとに、署所属監督官については各署ごとに、 「第1号｣からの

一連番号を各監督官別に特定すること｡）を記入し、 「号の 」欄には、各年度

ごとに、監督官別に一連番号を例えば「第1号の1」、 「第1号の2」 と記入す

ること。

5命令者は、労働基準法第103条若しくは労働安全衛生法第98条第3項に基づく

命令の場合を除き、局長名又は署長名をもって行うこと。

なお、命令者が労働局長である場合には、労働基準監督署長を＝線で抹消して

労働局長と書き換えて使用すること。

6 「労働基準法第96条の3 労働安全衛生法第98条」欄は不要の文字を抹
103条

消すること。

7 「番号」欄には命令の対象物件等ごとに追番号を附すること。

8 「命令の対象物件等」欄は、命令の対象と異なる建設物等を特定し得るよう

に記入すること。

この場合、同種の建物等が2以上ある場合、例えば同型式のプレス5台に命令

を行う場合には、そのそれぞれについて記入すること。

9 「違反法令」欄は、命令の対象物件等ごとに、違反する法律名、条項号番号

及び政令又は省令の名称条項号番号を記入すること。

10 「命令の内容」欄は、命令の対象物件等ごとに、 「右の期間使用を停止する

こと｣、 「右の期間○○作業を停止すること｣、 「右の期日までに接触防止のた

めの囲いを取り付けること」等命令の内容を明確に記入すること。

11 「命令の期間又は期日」欄は、 「使用停止｣、 「作業停止」及び「立入禁止」

命令にあっては「法違反が是正されたことを確認するまでの間」 と記入し、 「

変更命令｣、 「移転命令」等を命令する場合には、 「平成○○年○月○日」と期

日を特定して記入すること。

12 「備考」欄の2は、不要文字を抹消して使用すること。

13 「受領者の職名」及び「受領者の氏名印」欄は、 この命令を受領した者の事



業場内における職名、地位及び氏名を自署させること。

なお、 この受領者は被命令者の所属事業場の者に限るよう留意すること。

使用停止等命令解除通知書（様式第6号）記載心得

1 この使用停止等命令解除通知書は、労働基準法第96条の3若しくは第103条又

は労働安全衛生法第98条及び第99条に基づく｢使用停止」 「作業停止」 「立入禁

止」命令を解除する場合に使用すること。

2 「通知者名」欄は上記命令を行った者の職氏名を様式第4号記載心得の5に

準じて記入すること。

3 その他この通知耆の記入に当たっては様式第4号の記載心得に準じて記入す

ること。

緊急措置命令書（様式第7号）記載心得

1 この様式は、労働安全衛生法第99条に基づく命令を行う場合に使用すること。

2 この命令書の副本は、局、署ごとに「労働安全衛生法第99条に基づく緊急措

置関係綴」を作成し、 これに編てつする。

3 「文書番号」及び「命令者」の各欄は「使用停止等命令書」記載心得3， 4

及び5に準じて記載すること。

4 「事業者等」欄は、法人である場合には当該法人名及び代表者職氏名を記載

し、代表者職氏名が不明である場合には「代表者」 と記載すること。

5本文の空欄部分は次によること。

（1） 「 における」には、処分対象事業場の名称を記載すること。

なお、建設業等で事業場の名称のみでは特定し得ない場合には、その所在

地を併記すること。

(2) ｢ については｣には､この命令の対象とたる｢建設物等｣又は｢当該作

業等」を具体的、かつ、明確に記載すること。

（3） 「 を命令します」には、事業者等が講ずべき措置を具体的、かつ、明確

に記載するとともに、可能な限り命令の期間を特定して記載すること。

（4） 「記」欄には、当該命令を行う理由を具体的、かつ、明確に記載すること。

指導票（様式第8号）記載心得

1 指導票は労働基準監督官又は関係職員が交付するものであること。

2本票の交付は臨検監督の場合だけでなくすべての監督指導活動の際に交付し

て差し支えないこと。

3指導事項は危害防止関係事項に限らず、労働条件一般について記載して差し

支えないこと。



4指導事項はできるだけ具体的に記載すること。

申告処理台帳（様式第10号）記載心得

以下の申告処理台帳の作成に関する記載で、 「とすること」 とあるのは申告シ

ステムに入力するものであることを、 「であること」 とあるのは申告システムで

自動的に入力されるものであることを、 「抹消すること、記入すること、又はレ

印を付すこと」 とあるのは申告システムに登録した上で印刷後に記入するもので

あることを示すものである。

1 「申告処理台帳年度第号」欄は、申告の受理月日順に「42年度第1号」の

ごとく、年度別の一連番号であること。

2 「受理」欄は、申告を受理した年月日とすることとし、 「処理着手」欄には

、申告受理後処理に着手した年月日を記入すること。

3 「完結」欄には、事案が完結した年月日を記入するとともに、 「完結区分｣欄

の該当する完結区分にし印を付すこと。

4 「受付者」欄は、当該申告の受付者名とすることとし、受付者名を記入する

こととしても差し支えないこと。 「担当者」欄には当該申告の主たる担当者名を

記入すること。

5 「被申告者」欄は次によること，

(1) 「事業の名称」欄は、被申告者が法人の場合は法人名とし、個人の場合は個

人名とすること。法人名、個人名については正確を期すこと。

なお、被申告者が個人の場合は「事業の代表者」欄は、空欄とすること。

（2） 「所在地」欄は、町名、番地までとすること。所在地については正確を期す

こと。

（3） 「事業の種類」欄は、労働基準局報告例規基準業種分類表に基づき小分類ま

でとすること。

6 「申告者」欄は次によること。

(1)申告者が複数の場合で、申告内容が同一のもの（例えば労働時間）について

は代表者のみのものとすることとするが、必要な場合には申告処理台帳別紙と

して添付すること。

（2）申告者が複数の場合で、申告内容が異なるものについては各人別の異なる事

項を申告処理台帳別紙として、添付すること。

（3） 「氏名を明らかにすることの諾否」は、申告者について調査したところにし

たがって、受理署において該当する事項とすること。なお、申告者が複数の場

合で、申告者によりその諾否が異なるものについては、当該欄は「否」 とし、

申告処理台帳別紙において申告者全員の諾否を明らかとすること。

（4） 「事業場内の地位」欄は申告者の仕事の内容等事案の内容を理解する上に役



（

立つものとすること。

（5） 「申告の経緯」欄は、申告の経緯について該当する区分とすること。

（6）申告内容が倒産による賃金未払の場合には賃金の支払の確保等に関する法律

に基づく認定申請期限年月日とすること。

7 「移送の場合」欄は次によること。

（1） 「受理」及び「処理」欄は、事案を他署に移送する場合、移送を行う署が

記入すること。

（2） 「処理経過直接連絡」欄は、申告者について調査したところにしたがって、

受理署において該当する事項とすること。

8 「労働者数」欄は概数とすること。なお、申告の性質によって必要がある場合

は「申告の内容」欄に具体的に、例えば年少者○名、 12才未満の児童○名のご

とく明らかとすること。

9 「申告事項」欄は、申告事項のうち、主要なものとすること。

10 「申告事項の違反」欄は、申告事項に関し違反があった場合に、 「違反無」

を抹消し、 「違反有」にし印を付すこと。

11 「違反条文」欄は、申告事項に関し違反があった場合に、当該違反法条項を

記入すること｡安全衛生関係については、規則条文を併せて記入すること。

なお、申告事項以外に重要な違反があった場合には、その旨を「処理経過」欄

で明‘らかとすること。

12 「申告の内容」欄は、できるだけ詳しい内容とすることとし、本欄が不足す

る場合は申告処理台帳別紙として添付すること。

なお、他署に移送する場合には、特に移送先の署において処理に不便をきたさ

ないよう配意すること。

13建設業関係の賃金不払及び派遣労働者に係る賃金不払に関する申告を他署に

移送する場合には、移送を行う署においてあらかじめ「申告処理台帳付表」に

所要事項を登録すること。

14 「処理方法」欄は、該当する事項とすること。

15 「処理経過」欄は、処理着手年月日より、完結に至るまでの処理経過（監督

、呼出、実調、照会、連絡等）の具体的な処理状況・結果等とすること （ただ

し、申告に基づく臨検監督結果については「別添復命書のとおり」とすること。

） 。

16 「措置」欄は、申告に係る事項については次による措置区分に従って該当す

る事項とすること。

是勧…………是正勧告書

司……………司法処分

使…･…･……･使用停止等処分



指…．．……･…指導票

17 「署長判決」欄は完結、監督を要せず、要再監督、司法処分等の判決及び○

○監督官と共同で実施、副署長が処理等の指示を記入する。

なお、再監督の結果についても本欄に所要の判決を行うので再監督復命書の「

署長判決」欄の記載は省略して差し支えない。

18本台帳は関係書類を添付して編綴して整理保管することとし、 この場合、完

結分と未完結分を区分しておくようにすること。

19出稼労働者及び派遣労働者の賃金不払事案に係るものは、それぞれ「出」又

は「派」に、家内労働に係るものは「家」に、公益通報事案に係るものは「公

」に、レ印を付すこと。

要監理事業場台帳（様式第16号）記載心得

1 この要監理事業場台帳は、第2の1の(2)のエのbの(b)及びcの(a)に基づく監

理に使用すること。なお、当該様式は必要な項目を満たしていれば任意のもの

として差し支えないこと。

2再監督回数には、再々監督等も含めること。

3 「是正状況等」欄には、監理移行後、是正を図らせるために講じた措置を記入

すること。



注1 昭和40年10月13日付け基発第1270号「申告、相談の窓口事務の改善について」

及び昭和52年3月1日付け基発第103号「監督指導業務の運営に当たって留意す

べき事項について」の記の3を参照のこと。

注2賃金不払事案に係る申告の処理については、昭和51年6月28日付け基発第496

号「未払賃金の立替払事業の創設に伴う監督指導業務の運営に関し留意すべき事

項について」の記の2を参照のこと。

注3 昭和42年2月7日付け基発第126号「監督様式の改正について」 （以下「監督

様式の改正」 という。 ）及び昭和61年10月1日付け基発第575号「監督様式の一

部改正等について」により、建設業関係の賃金不払及び派遣労働者に係る賃金不

払に関する申告については、 「申告処理台帳付表」を作成し、申告処理台帳に添

付して送付すること。

注4 「監督様式の改正」により、申告監督復命書は本台帳に編てつすることとなっ

たので、台帳に概要を記載することを省略してよい。

注5 昭和43年7月16日付け基発第457号「災害調査の実施について」 、昭和48年8

月1日付け基発第455号「災害調査の実施要領等の改訂について」及び平成17年

9月30日付け基発第0930004号「 「監督指導業務運営要領の改善について」の一

部改正について」に示す様式である。

注6 昭和41年4月18日付け基発第391号「使用停止等命令書及び使用停止等命令解

除通知書の改正について」に示す記載心得を参照のこと。

注7以上のほか、監督指導業務の運営については、 これまで示している「監督指導

業務の運営に当たって留意すべき事項について」をそれぞれ参照のこと。



別添

〔災害調査に際しての留意事項〕 （注1）

1 爆発災害

(1)

■■

(2)

１
１
１
１

３
４
５
６

１
１
１
１

■■■

(7)

■

2 高温の物との接触災害

(1)

■■■■■

(2)

■■■■

１
１
１
１

３
４
５
６

１
１
１
１

3 足場からのつい落災害

（1）■■■■■■■

１

１
１
１
１
１

１
２
３
４
５
６

１
１
１
１
１
１

■■■■■■■



１
１
１
０
１
３

〃
侶
伯
０
０
０ ■■■■

4士砂崩壊災害

１
１
１
１
１
１

１
２
３
４
５
６

１
１
１
１
１
１

(7)

(8)

(9)

⑩

⑪

■■■■

02)

⑬ ■■■■

5 プレス災害

１
－
１
２
１
１

■■■■

１
１
３
４
１
１

■■■■■

１
１
１
１
１

５
６
７
８
９

１
１
１
１
１



6木材加工用機械災害

１
１
１

１
２
３

１
１
１

(4)

１
１
１
１
１

５
６
７
８
９

１
１
１
１
１

7研削盤

１
１
１
２
１
１

１
１
１
１
１
１

３
４
５
６
７
８

１
１
１
１
１
１

■■■■■

8遠心機械災害

(1)

■■■■

１
１
１
－
１
１
１

２
３
４
５
６
７
８

１
１
１
１
１
１
１

■■■■■



(9)

9 クレーン災害

１
１
１
１
１
１
１
１
１
０
１
３
１

口
に
Ｇ
は
幅
旧
け
侶
旧
０
０
０
０

■

⑭

⑱

10車両系建設機械災害

１
１
１
１
１
１
１
１

１
２
３
４
５
６
７
８

１
１
１
１
１
１
１
１

⑨
⑩
⑪
⑫ ■■■■■■■

1l建設工事用軌道装置災害



(1)

１
１
１
１
１
１

２
３
４
５
６
７

１
１
１
１
１
１

１
１
８
９
１
１

■■■■■■■

⑩

12感電災害

(1)

到
剖
“
ａ
ａ
刀
副
副
０
１
３

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｏ
Ｏ

13有害物等による中毒（酸素欠乏症を含む。 ）

（1） ■■■■

イ

ロ



ノ、

１
１
１

２
３
４

１
１
１
一
一

イ

ロ

１
１
１
１

５
６
７
８

１
１
１
１ その他特記すべき事項

14電離放射線による障害

（1）■■■■

イ

ロ
ハ

一
一

ホ

１
１
１

２
３
４

１
１
１ ■■■■■■

イ

ロ

ノ、

１
１
１
－

５
６
７
８

１
１
１
１ その他特記すべき事項

15高気圧障害（圧気工法に係るものに限る。 ）

（1）■■■■

イ■■■■



ロ
ハ

一
一
一

１
１
１

２
３
４

１
１
１

■■■■■■■■■■１
１
Ｊ

５
６
７

１
１
１ その他特記すべき事項

注1 これは昭和48年8月1日付け基発第455号通達「災害調査の実施要領等の改訂

について」の別添である。

注2 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）施行により 「性能認定」は、 「型式検

定」 と読み替えること。
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様式第2の1号の1

事業の
名 称

代表者
職氏名

事業場
の 名称
－

是正勧
上士皇
口

÷‐
I■■■■

一

■■■■■■■ ユ

Eヨ (控）

労働基準監督官

貴事業場における下記労働基準法、
違反及び自動車通

一．■

－

労働基準監督署

労働安全衛生法
医者の労働時間等の改善のための基準違贋 叉については、

それぞれ所定期日までに是正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。
L ,

なお、法条項に係る法違反（罰則のないものを除く｡）については、所

定期日までに是正しない場合又は当該期日前であっても当該法違反を原因

として労働災害が発生した場合には、事案の内容に応じ、送検手続をとる

ことがあります。
また、 「法条項等」欄に 印を付した事項については、同種違反の繰

り返しを防止するための点検資任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修

を行うよう措置し、当該措置を行った場合にはその旨を報告してください。

＝

令和 年 月 日
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椴式蘭2の1号の2

（
注
意
）

二
、
こ
の
勧
告
書
は
三
年
間
保
存
し
て
下
さ
い
。

一
、
労
働
安
全
衛
生
法
等
関
係
法
令
違
反
を
原
因
と
し
て
、
労
働
災
害
を
発
生
さ
せ
た
場
合
に
は
、
是
正
期
日
前
で
あ
っ
て
も
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
に
基
づ
き
特
別
に
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

是正勧 比口

殿

書

令和 年 月 日

労働基準監督署

労働基準監督官 ⑳

貴事業場における下記労働基準法、労働安全衛生法

違反及びロ動車運転者の労働時間等の改善のための基準違反については、

それぞれ所定期|:|までに是正の上､遅滞なく報告するよう勧告します。
なお、法条項に係る法違反（罰則のないものを除く｡）については、所

ﾄ

定期口までに是正しない場合又は当該期ロ前であっても当該法違反を原因

として労働災害が発生した場合には､事案の内容に応じ、送検手錠をとる
ことがあります。

また、 「法条項等j欄に仁．印を付した事項については、同稲違反の繰
り返しを防止するための点検責任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修

を行うよう措置し、当咳措置を行った場合にはその旨を報告してください。
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最終是正督促

殿

労 署発第 号

令和 年 月 日

労働基準監督署長 ④

貴事業場に対しては､労働基準監督官 が､令和 年 月 日

付け是正勧告書、使用停止等命令書、 （ ）により、下記「法条項」欄

に示した法違反について、 「是正期日」欄に示した期日までに是正するよう勧告、命

令したにもかかわらず、未だ是正していない状況にありますので、必ず､令和年
月 日までに是正し、報告してください。

上記期日までに是正しない場合には､送検手続をとることがありますので､その旨

警告します。

記

法条項 違反事項 是正期日

〆

受領年月日

受領者職氏名



様式第4号の1

署使第

年

号の労

使用停止等命令書(控) 令和 月 日

(事業者等）

殿

労働基準監督署長

（事業場の名称）

における下記の「命令の対象物件等」欄記載の物件等

に関し､ ｢違反法令｣欄記載のとおり違反があるので労働基準法第‘糠の3､労働安全衛生
法第98条第項に基づき、それぞれ「命令の内容」欄及び「命令の期間又は期日」欄記載の

とおり命令します。

なお、 この命令に違反した場合には送検手続をとることがあります。

是正確認

方式月 日認印
命令の内容 命令の期間又は期日命令の対象物件等 違反法令

再
・
書

再
・
書
一

再
・
書

(注） 1 事業者等が法人であるときは、当該法人名及び代表者職氏名を記載すること。

なお、 『代表者職氏名jが不明の場合は、 「代表者」 と記載すること。

2 建設業等で、 「事業場の名称」のみでは特定し得ない場合はその所在地を併記

すること。

3 労働基準監督官の即時処分権による場合は、所属(局)署の下に労働基準監督官

氏名印として行うこと。

令和 年 月受領年月日

受領者職氏名

日



一一

様式第4号の2

（
注
意
）
鋤
齢
切
洲
雌
鋤
州
舗
撚
繩
帆
脈
鮒
燗
馴
嬉
帷
輔
樅
朏
剛
獣
鵬
陥
伽
ず
娘
証
醐
細
舳
肺
湖
拘
琉
も
、
送
検
手
続
を
と
る
こ
と
が
あ
り
、

使用停止等命令

(事業者等）

(事業場の名称）

三廷
Eヨ

殿

労 署使第 号の

令和 年 月 日

労働基準監督署長 国

における下記の「命令の対象物件等」欄記載の物件等

に関し、 「違反法令」欄記載のとおり違反があるので労働基準法第
96条の3，
103条

労働安全衛生

法第98条第項に基づき、それぞれ「命令の内容」欄及び「命令の期間又は期日」欄記載の

とおり命令します。

なお、この命令に違反した場合には送検手続をとることがあります。

番号 命令の対象物件等 違反法令 命令の内容 命令の期間又は期日

備
考

l 上記命令について、当該違反が是正された場合には、その旨報告してください。
なお、 「番号」欄に口印を付した事項については、今後同種違反の繰り返しを防
止するための点検責任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修を行うよう措置して
併せて報告してください心
2 この命令に不服がある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して
3か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、命令
があった日から1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。
3 この命令に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は
法務大臣となります｡)、この命令があったことを知った日の翌日から起算して6か
月以内に提起することができますゞただし、命令があった日から1年を経過した場
合は、提起することができません．
また、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、 この命令に対する取消訴
訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内
に提起することができます（この場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を
提起することは妨げられません｡)。ただし、裁決があった日から1年を経過した場
合は、提起することができません。
4 この命令書は、 3年間保存して下さい。

受領年月日

受領者職氏名

令和 年 月 日
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様式第6号の1

使用停止等命令解除通知書(控）

(事業場名）

(職名）

(氏名） 殿

労 署
使
緊 第 号の の2

令和 年 月 日

労働基準監督署長

令和 年 月 日 労 署

これを解除する。

使
緊
第 号の による下記の命令は、

命令の対象となった物件等 命令 し た 内 容

受領年月日

受領者職氏名

令和 年 月 日



様式第6号の2

使用停止等命令解除通知書

(事業場名）

(職名）

(氏名）

守

'

殿

労 署
使
緊 第 号の の2

令和 年 月 日

労働基準監督署長 回

令和 年 月 日 労 署

これを解除する。

使
緊
第 号の による下記の命令は、

命令の対象となった物件等 命令 し た 内容

受領年月日

受領者職氏名

令和 年 月 日



様式第7号の1

ー

緊急措置命令
(事業者等）

(事業猫の名称）

書

■■０

(控）

における

殿

労騰基準監

労 署緊急第 号の

令和 年 月 日

督署

割室脾

長

については、

下記のとおり労側災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるので、労働安全
●

衛生法第99条の規定に基づき

－ 一一一－－－－"－－－－－一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

－－－－

－－

記

を命令します。

－ 一 三二二・ 二 ローユ ニ ▲ 垂 ｡‐ーローq■ ,一一‐ 凸ローロー~■P･‐‐ーー＝一幸巳一＝一一守一 一､－＝三コ－－‐

一 一一一一1■■1口‐ーーローーーーー画一q■■■■や一一一＝q■I■■－－－－ーロ■一‐ー■D一－ 一q■一一‐ー

－－一一一一一一一一一一ョ一一一一一一‐‐●一一‐一‐ー‐ー今一一一一一一◇‐･一‐一一‐一一ゥ－－－－－－－－＝七つ●

－－－

一一一一一一一一■ロ寺一つ｡一一､■■q■ー■ー一一つ一一｡ー一一一一－- 1■画つ一一●p q■ー－ 一

一一‐一一一一ー！■■－－つ一一÷‐‐－－●ー｡ー二つ一一一■■＝ー‐－－－－－一一一一一一一一

－一一一一一一一一一一一一一一一一q一一一一一一一一一口●今一つローーーーロロー｡，I■－■一一一●一口一一一・●一一‐一一一一一一一一一一一一一←一一一一一・一一一一q■■－－一－一一一一一一

(注） 1 事議者等が法人であるときは、当該法人名及び代表者職氏名を記鞍すること。

なお、 『代表者職氏名』が不明の場合は、 「代表者」と記戦すること ⑰

2 建設業等で、 「事業場の名称jのみでは特定し得ない場合はその所在地を併記

すること。

受領年月日

受領者職氏堀

令和 年 月 日



襟式第7号の2

緊急措置命
(事業者等）

(事蕊堀の名称）

A
~『． 書

殿

j

労働基準

労 署緊急第 号の

令和 年 月 日

柵催 長 圃

における については、

下記のとおり労働災害発生の急迫した危険があり、 力

衛生法第99条の規定に基づき

｡一●‐｡ー今■■正一一壬●一今一 吟垂 三 ニニー ーーー 二 ＝ ＝ ＝

bヂフ
、 緊急の必要があるので、労働安全

、

記

を命令します。

一一一一一一4■■一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一－一一

■■ローーーロ一一ロー由 ● ■■ ●一三一，F‐一 ﾆ ﾆ 二 三 二 一 ＝茸 二 ユ ニ 二一ニ ニ ーニーー =一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一,一

二一一●色一一一全一｡二二●全暑＝ 害 二 二 二二 二 写一一一二 二

一一｡‐q■一一■P ■■●一●■りつローq■‐

－一一一一一一一一一 一一一一一～－一一一一一一一一一一一一－一

－－－－－－－－－－一一一 一一一一一一

一○一●ー一‐一一つ｡‐ー●＝ー‐つー一ｰ一つ‐｡‐ニ ＝一一一一二 二二一 三 一一一一一二 ニニニーご ＝一勺 一q 二＝一一・ ＝ ←一一一一一一二=＝一三 一一一一一一一‘ ＝号一一一一一一一一‘ 岳一一一

■p‐一コ一一ー■､ ■■■､一一■ロローー●一一●‐ニー ニーー 差＝=＝ 一 －－ 一－－－一一一一一一

(注） l 上記期間中に労働災害発生の危険がなくなった場合には、この命令を解除する
ので その旨報告して下さい＊
2 この命令に不服がある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算し
て3か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、
命令があった日から1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。
3 この命令に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者
は法務大臣となります.)、この命令があったことを知った日の翌日から起算して
6か月以内に提起することができます。ただし、命令があった日から1年を経過
した場合は、提起することができません。
また．厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この命令に対する取消
訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月
以内に提起することができます（この場合においても裁決を経る前に直ちに取消
訴訟を提起することは妨げられませんこ)。ただし、裁決があったRから1年を経
過した場合は、提起することができません。
4 この命令辞は、 3年間保存して下さい。

受領年月 日

受領者職氏名

令和 年 月 日



蟻式第8号の1

（ 枚のうち 枚目）

導指 票（控）

殿

労働基飽監督官

厚生労働技官

厚生労働事務官

令和 年 月 日

労働基蛸監督署

あなたの事業場の下記事項については改善措置をとられるようお願いします。

なお、改善の状況については 月 日までに報告してください。

指導事項
、一、－－－－－－－ －－一 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ー‐←＝弓 弓＝ 二 二 三二一

､‐一－一一－一今一一一÷－一一一一一一一一一一一一一－－－●－－ｰ'一つマーマー－－－●一一一一一一一一－－－－－

pロー－●ー－申■■ q■‐｡■■■■■■ー､一一ー‐一一一一ローq■ｰq■ｰ‐つつ■■‐■■！●､‐‐q■■ロ q■■■■■■‐■4■ー一一つ‐一一●■■｡q■‐一4■‐ー－つ一一ーーq■一■■－■、■■ロ■■＝一｡ーー●｡←一一一一一

P一一q■口一一■■ー一‐一一一ｰ‐一一ー｡＝一一■■ー茸一一一一一一一一一■■一一一一戸■■4■一一一‐ーーーq■ｰ‐一一‐一‐■■ー■■一■■‐一一一一一一一一q■一一■■ー‐‐■■一一つ一一‐巳ウーーーーロー

房一一一一一年■L‐ユーー‘｡‐｡－マーーー－．■、｡｡●一■■■■ー｡‐q■■■■－－‐■■ー‐●q■‐‐■bー○一一一‐‐‐●一一一一一・○‐一一一‐一・▲一一‐‐一一‐‐■■‐一一今一一一一一一一一一一一一言二二の一一．■

－一一－ー－ー一一一一

P一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

、ー一■■一－－－－一

■一口一一‐一■■‐一一一一＝

一一

～－－－－

－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■一一一q■一丁＝

－ー－－－－ －一一一‐ー■■C一一一＝rq二 手 ＝

－－－一一一一一－一－－－－－‐一一一三一‐一一二 二=＝== P一

一‐一一一一一 ＝三二一 二 二

pー今一●｡一ーp→｡●今一一一口一一●‐●一一つー･つ‐ウつ■ロー‐ゆ一●年一参一一‐， ・幸一■■｡ー－－今｡‐･･C●－－'わ‐｡‐●一一ー一ー●｡ー－の一･●･一つ一一一一一一一一一一一一一一=一一

レー一一一一参一一一一‐一一一ー･ユーーー‐‐‐わ－一■■一一一○一‐一一一ー－－‐一一一日■･－ー｡｡■一一一○一＝一■■一○一一一q■一一｡■■､●－一一一一七一 P 4里

P一一一

－－一一一一一 －

p■p一一－一

■一一一一■B‐‐●‐

一一一一一一一一一声一一一一一一一一一一一一一一一一今一一一一一■、ー‐一｡ーー一車一つ‐｡一つ一一■■ー一一－‐q■－－一一一一一一一一二 レーーーq■

一一一一一一一一一一一一一一・■岸一一一､－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一q一◆＝三一つ一一一一一一

一一コ－－－－－－－ －－ ‐‐.○一一二＝■ 圭砂－

－－－－一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一－一一一一一一一一つｰロー●●｡●●一一＝

、一一二二つ一＝ー1■q■ローーマーq■＝ー－ーq■一マーーー‐マーロー●ー‐一一一可一一一一一一一一一一－－－－－－画一一一一一一一一.二 一‐

◆

P一口 三一 三夷｡■■｡ーつ一一一●一■■一一一一■■■q■ー■'一一、q■｡一一＝一｡一‐一■■■■ー‐‐つ●－‐.■■つー一‐ロ■‐‐ー･ロ－．－一一一q■一一一■■の｡一一‘■、‐一一一一一○つつ.■■●■■●一‐一一一一一

一一一缶一一 一一一一三一＝‐一一面一一-一一一今一一一一一一 一 言一一二一一一一一■■ー一-一一■、 :q■一つ一一一｡ー‐一一一一一■■ー一一一一一一一●一一‐一＝●－－－

－－－－－－－－－－■■■■b一一一一 ニ ーー 一一一つ毛 二一q■ロ■テーーー･‐■■一‐‐‐一今今一一一一今一一一一一一一一一一一■B＝』■■ー｡ｰー －一一一一一q■

受領年月日

受領者職氏名

令和 年 月 日



繊式第8号の2

h

，

（ 枚のうち 枚目）

指 導 票

殿

労働基準監督官

令和 年 月 日

労働基準監督署

厚生労働技官 ⑳

厚生労働事跨官

あなたの事業場の下記事項については改善措置をとられるようお願いします。

なお、改善の状況については 月 日までに報告してください。

指導事項
－ 二二腸一一一一一一一一一一●ロー‐一一●‐‐qDq■つー●ー‐一口つ｡｡一●｡‐一｡－つの一■■一●ロ一一一●､一一■､‐●一一‐一つ一一一●－－ー●‐ー｡・－－－－ ＝二二二二二

－一一一一一一一一一一一一 一一一一一一の一一●一一一つ●●‐●●ー一‐ロー●ー‐一参一~■■●‐‐｡q■ー‐｡■■ー一一一一p－－

一一一一一－－■■巳一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‘一‘一一一一一一一q■口一一一一一一口■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●三℃･口

け一一一一－一－－－－－－－－－－－－－一一

■ー一一一一一一q■一一一一一一一一一一一一一－－－－－－－－

二 三一つ＝＝＝一言 全一＝ー‐ロー－＝壱一

一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一7．‐ー‐‐一一口二 二

ー ー

－－‐一一一‐●二一

－一一一一一一一一一つー－つ‐－－◆一一一 ＝ 三二二二二

一一－一一●－－｡■■■■一‐q■‐■■ーq■一｡‐ー‐q■ー■■ー一｡｡－－‐‐‐‐｡‐q■‐｡－●‐1■一口q■‐‐‐つ!■■一－－口q■ー■p‐ー‐‐‐‐ー‐ー■、‐‐■■■■。■-‐－1■一一‐ー■、●‐手 一二 二二

一－－－－ ‐一一一.■■■■■一一■■一一一一一一ｰ一一‐一一‐一一一一古、一一今一一一一一一-つーq■●一一一一｡■b一つ‐‐ー＝一一一つ一一一・つー■■一面＝一全= 二

P－－－一一一一一一

二＝一■B●－‐一一一一一

－‐一一｡－一一一一一一一一一一つ■し■■‐ユー一一‐一‐■■一一一‐一‐一一一一q■■■Q■－一一一一一一●心■

－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 －－一一一一一一一一一一一一一’■■－－－－■

■一一ー‐■■■－一－一一一一一－一一一ー－－－一一一一一一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－ー一一つｰー一－一一一．

■ 一ニーョー‐一一ロー‐‐■■ロー－,一一一－一一一一一一一一一一一一一÷－－－

串 一一一コ 一 アー4■ーロー一つ一マーーーーーー －

－ー●‐｡－一｡＝ ＝

一－－－－●ー‐一一

｡－－一一一一一一一一一一一一一一一一○一q■●つC‐マー‐‐‐一ー一・一つ‐‐一‐－●一‐ｰ･‐‐‐ー‐~一一一‐一‐●←'ー一一一○‐｡‐‐一一‐一一‐一一寺つ－●｡‐‐‐＝ ＝二一 声一一一一一

ｰ－－ －－－一一一一-一一一一一一一一一一一一■■一一一-一一ー●一ー一一つー●一一一一一一一一一一一一一一’■■一‐ー一■■1■■ー‐一一一－－●一一一一●一○一一一一二 一二二 ＝＝＝一一一一一一

ゆ■■一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一垂一一一一一一●－－口－‐ー‐一口■■●－－－－一一一一→●

､

､■■■■■DC●一一一つ一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一－一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一!■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一｡一‐

､■b今ニニーーーー一＝圭一一つ－口一一－一一－－－－－'一一一一一一一一一一一一 一一ー一一一一一口－

受領年月日

受領者職氏名

令和 年 月 日
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闇’ 出稼労働者又は派進労働者の賃金不払事案にかかるものは､⑬又は⑳､家内労働にかかるものは②と右肩に
朱書すること。
2個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく個別労働関係紛争(労働条件に係るものに限る｡）
について、都進府県労働局長による助言・指導を申し出ている場合には、その個別労働関係紛争の概要も簡潔に記
輸ｳｰること。
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